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（まつもと　かずや）

松本　和也
講師

右のQRコードまたは

下記の電話番号からお申込みください。

お申し込み

最低賃金の引上げが続く中、

「賃上げや設備投資をしたいが、負担が大きい」

とお悩みの事業者も多いのではないでしょうか。

業務改善助成金は、そのような事業者を支援する制度です。

本セミナーでは、令和8年度業務改善助成金の制度概要、

改正ポイント、対象事業者の確認方法、申請までの流れ、

注意点等についてをわかりやすく解説します。

初めて助成金を活用する方にもおすすめの内容です。

セミナー内容

1．業務改善助成金とは～制度の概要と活用メリット～

2．令和8年度の改正ポイント ～対象事業所の拡充・コースの見直し～

3．自社は対象になる？  ～対象事業者の確認方法と設備投資の事例～

4．申請までの流れと失敗しやすいポイント 

     ～「申請前に賃上げしてしまった」などの事例も解説～
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オンライン開催2026年7月17日(金)2026年7月17日(金)2026年7月17日(金)

無料無料無料

千葉県商工会連合会

オンラインセミナーシリーズ  

お問い合わせ

千葉県社会保険労務士会所属

特定社会保険労務士

千葉県商工会連合会     担当：岡崎

電話：043-305-5980

＜令和7年度補正  事業環境変化対応型支援事業＞

旅行会社、病院勤務を経て、

2021年（令和3年）11月１日に

社会保険労務士法人MKS設立。

顧問先の労務相談、給与計算、

就業規則作成、助成金申請支援等

幅広い実務に従事する一方で、

公的機関、商工会、学校等での

研修講師の実績も多数。
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